
よ
り
適
切
で
合
理
的
な
実
効
力
あ
る
債
権
管
理
を
目
指
し
て
…

平
成
24
年
４
月
１
日
よ
り『
御
代
田
町
私
債
権
管
理
条
例
』が
施
行
さ
れ
ま
す

　

昨
今
、
地
方
自
治
体
が
取
り
扱
う
金
銭

債
権
の
適
切
な
管
理
が
課
題
と
さ
れ
て
い

る
中
で
、
国
の「
債
権
管
理
事
務
取
扱
規

則
」に
な
ら
い
、
独
自
に
債
権
管
理
事
務

の
適
正
化
や
合
理
化
な
ど
に
、
取
り
組
む

自
治
体
が
増
え
て
い
ま
す
。
御
代
田
町
に

お
い
て
も
、
平
成
23
年
12
月
議
会
定
例
会

に
お
い
て
、
自
治
体
が
取
り
扱
う
私
債
権

の
債
権
管
理
を
重
点
に
し
た「
御
代
田
町

私
債
権
管
理
条
例
」の
制
定
が
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

御
代
田
町（
＝
債
権
者
）と
し
て
行
う
べ

き
債
権
の
保
全
や
徴
収
、
内
容
の
変
更

（
履
行
期
限
の
延
長
、
債
権
額
の
一
部
減

免
な
ど
）お
よ
び
債
権
の
消
滅
に
関
す
る

事
務
を
い
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
債
権
」と
い
う
言
葉
は
、
日
常
生
活
に

お
い
て
も
よ
く
耳
に
す
る
単
語
で
す
。

「
債
権
」＝「
お
金
」を
連
想
さ
れ
る
方
も
多

い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、「
債
権
」と
は
債
権

者
が
債
務
者
に
対
し
て
、
一
定
の
行
為
を

請
求
す
る
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
料
金
や
代
金
な
ど
の
支
払
い
を

目
的
と
す
る
権
利
で
あ
れ
ば
、
そ
の
債
権

は「
金
銭
債
権
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
金
銭
債
権
は
、
債
権
の
発
生
原
因

な
ど
か
ら「
公
債
権
」と「
私
債
権
」の
い
ず

れ
か
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
町
の

私
債
権
と
し
て
主
だ
っ
た
も
の
は
、「
水

道
料
金（
小
沼
簡
易
水
道
料
金
・
御
代
田
簡

易
水
道
料
金
）」や「
貸
付
金
」「
町
営
住
宅

家
賃
」な
ど
の
金
銭
債
権
が
該
当
し
ま
す
。

ま
た
、
公
債
権
に
該
当
す
る
も
の
は
、
税

金
や
介
護
保
険
料
、
下
水
道
使
用
料
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。（
次
頁
下
図
１
）

■
公
債
権
と
は
…

　

公
債
権
に
該
当
す
る
金
銭
債
権
の
う
ち
、

町
が
取
り
扱
う
も
の
で
大
部
分
を
占
め
て

い
る
の
が
租
税
で
す
。
例
え
ば
住
民
税
な

ど
の
場
合
、
町
が
独
自
で
滞
納
者
に
対
し

て
給
与
な
ど
の
財
産
調
査
を
す
る
こ
と
が

で
き
、
更
に
滞
納
処
分（
財
産
な
ど
の
差

押
・
換
価
・
充
当
）を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
私
債
権
と
は
…

　

私
債
権
に
該
当
す
る
金
銭
債
権
の
う
ち
、

町
が
取
り
扱
う
も
の
で
大
部
分
を
占
め
て

い
る
の
が
水
道
料
金
で
す
。
私
債
権
の
場

合
は
、
町
が
独
自
で
滞
納
者
の
財
産
を
調

査
す
る
公
権
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

滞
納
処
分
の
よ
う
な
強
制
的
に
徴
収
を
す

る
権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
従
っ

て
、
最
終
的
な
債
権
回
収
に
あ
た
っ
て
は
、

裁
判
所
へ
の
申
し
立
て
に
よ
る「
民
事
訴

訟
手
続
き
」に
よ
っ
て
、
滞
納
債
権
を
回

収
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
消
滅
時
効
に
係
る
規
定

な
ど
の
事
務
的
な
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も

公
債
権
と
私
債
権
と
で
は
、
規
定
が
異
な

り
ま
す
。

　

昨
今
の
判
例
や
法
令
解
釈
、
ま
た
は
債

権
の
性
質
に
よ
っ
て
根
拠
法
令
な
ど
や
執

る
べ
き
事
務
手
続
き
が
異
な
り
、
本
来
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
不
明
確
に

な
り
が
ち
で
す
。
ま
た
、
多
様
化
す
る
債

権
管
理
に
機
動
的
に
対
応
し
き
れ
な
い
現

状
な
ど
が
、
多
く
の
自
治
体
で
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
治
体
が

抱
え
る
債
権
管
理
の
諸
問
題
を
克
服
し
、

よ
り
適
切
な
債
権
管
理
が
行
え
る
よ
う
御

代
田
町
と
し
て
の
私
債
権
の
管
理
に
関
す

る
道
筋
を
整
備
し
た
も
の
が「
御
代
田
町

私
債
権
管
理
条
例
」で
す
。

　

常
に
費
用
対
効
果
と
合
理
的
か
つ
実
効

的
な
債
権
回
収
を
考
慮
し
た
、
債
権
管
理

事
務
に
つ
い
て
町
長
の
責
任
を
明
確
化
し

ま
す
。

① 

行
法
令
な
ど
に
お
け
る
不
具
合
な
ど
を

補
い
、
債
権
管
理
事
務
の
合
理
化
を
図

り
ま
す
。

② 「
納
付
」「
強
制
執
行
」「
放
棄
」に
つ
い

て
そ
の
取
り
扱
い
を
明
確
化
し
、
債
権

管
理
体
制
の
確
立
と
強
化
お
よ
び
合
理

化
を
図
り
ま
す
。

① 

債
権
者
と
し
て
行
う
べ
き
徴
収
規
定
を

集
中
的
に
明
文
化
し
た
条
例
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
滞
納
債
権
の
回
収
な

債
権
管
理
と
は
…

町
が
取
り
扱
う
金
銭
債
権
に
つ
い
て

御
代
田
町
私
債
権
管
理
条
例
の
目

的
と
効
果
に
つ
い
て

条
例
制
定
の
目
的

条
例
の
運
用
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
効
果
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ど
に
関
す
る
事
務
が
さ
ら
に
徹
底
・
強

化
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

② 

条
例
制
定
に
先
立
ち
、
町
長
の
専
決
処

分
事
項
を
改
正
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

滞
納
者
に
対
す
る
民
事
訴
訟
手
続
き
が

よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
処
理
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

③ 

債
権
放
棄
規
定
を
条
例
に
盛
り
込
む
こ

と
で
、
債
務
者
が
行
方
不
明
な
ど
の
場

合
に
存
続
し
続
け
て
し
ま
う
不
良
債
権

を
適
切
か
つ
合
理
的
に
処
分
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

条
例
構
成
に
つ
い
て

■
御
代
田
町
私
債
権
管
理
条
例

【
第
１
条
】目
的

【
第
２
条
】定
義

【
第
３
条
】他
の
法
令
等
と
の
関
係

【
第
４
条
】町
長
の
責
務

【
第
５
条
】債
権
管
理
台
帳
の
整
備

【
第
６
条
】督
促

【
第
７
条
】過
誤
納
金
等
の
取
扱

【
第
８
条
】書
類
の
送
達

【
第
９
条
】遅
延
損
害
金
等
の
約
定
利
率

【
第
10
条
】強
制
執
行
等

【
第
11
条
】履
行
期
限
の
繰
上
げ

【
第
12
条
】債
権
の
申
出
等

【
第
13
条
】徴
収
停
止

【
第
14
条
】履
行
延
期
の
特
約
等

【
第
15
条
】免
除

【
第
16
条
】放
棄

【
第
17
条
】専
決
処
分

【
第
18
条
】委
任

【
附
則
】

■
御
代
田
町
私
債
権
管
理
条
例
施
行
規
則

【
第
１
条
】趣
旨

【
第
２
条
】債
権
管
理
台
帳

【
第
３
条
】督
促

【
第
４
条
】相
当
の
期
間

【
第
５
条
】委
任

【
附
則
】

　
「
条
例
は
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
目

的
で
は
な
く
、
そ
の
条
例
が
持
つ
目
的
を

達
成
す
る
こ
と
こ
そ
が
目
的
」で
す
。
当

条
例
に
基
づ
き
、
町
の
私
債
権
に
つ
い
て
、

よ
り
一
層
効
果
的
お
よ
び
効
率
的
か
つ
機

動
的
な
債
権
管
理
事
務
を
行
い
、
個
別
の

事
務（
納
付
・
強
制
執
行
・
徴
収
停
止
・
放
棄

な
ど
）を
具
体
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
ま
た
、
事
務
を
進
め
て
い
く

過
程
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
、
当
条
例
お

よ
び
施
行
規
則
を
改
正
し
、
活
き
た
条
例

と
し
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
庶
務
係（
内
線
24
）

　

建
設
課
上
下
水
道
管
理
係（
内
線
15
）

年月 経過および取り組み

H21年12月
下水道使用料などの賦課徴収問題をきっかけに、「債
権管理」について担当課内で調査研究。

H22年3月
市町村職員中央研修所における「使用料等の滞納債権
の回収方法」を受講、債権管理について必要性を認識。

H22年6月
上下水道債権(水道料金・下水道使用料・下水道受益者
負担金・分担金)の賦課徴収課題を理事者へ説明。

H22年7月

課題について関係各課と協議検討し、検討結果を理事
者へ説明。
※水道料金に係る債権管理および御代田町私債権管理
条例策定を提案。

H22年12月
「債権管理」および「御代田町私債権管理条例の必要
性」について、職員研修会を通じ、職員相互の認識を
深める。

H23年7月
「御代田町私債権管理条例策定検討会」を関係各課にお
いて行う。水道料金、町営住宅家賃などの私債権を多
く所管する建設課が策定の主管課となる。

H23年9月
「自治体債権の適切な管理と私債権管理条例(案)の制
定に向けて」御代田町議会全員協議会にて説明。

H23年11月

「御代田町私債権管理条例(案)に関する町長の専決処
分指定事項の発議について(地方自治法第180条第1
項の規定による町長の専決処分指定事項)」御代田町議
会全員協議会にて説明。

H23年12月
御代田町議会定例会において議員発議による「専決処
分指定事項の一部改正(案)」および、町提出による「御
代田町私債権管理条例(案)」が可決。

H24年4月
広報および御代田町ホームページによる周知期間を経
て、平成24年4月1日「御代田町私債権管理条例・同
施行規則」を施行する。

　平成21年12月から調査を始め、担当課としての独自の検討と、先進し
て同条例を制定運用している自治体の調査、関係各課との協議および理
事者の決定などを経て、議会全員協議会への説明を行ってまいりました。

御代田町私債権管理条例の制定が可決されるまでの経過

図1
強制徴収公債権

非強制徴収公債権
金銭債権

金銭債権

その他債権

その他債権

公債権

私債権

債権

条
例
の
施
行
お
よ
び
運
用
に
あ
た
り

金銭債権の種類
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